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情報のコーナー

加東市役所は土・日・祝日、12月29日か
ら翌年の1月3日を除き、8:30から17:15
まで開庁しています。市民課のみ火曜
日は19:15まで業務延長しています。

InfomationInfomationInfomation

東
播
都
市
計
画
下
水
道
・
変

更
案
の
住
民
説
明
会
を
開
催

し
ま
す

　

河
高
地
内
の
雨
水
排
水
ポ
ン
プ

場
設
置
計
画
に
か
か
る
東
播
都
市

計
画
下
水
道
の
計
画
変
更
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
住
民
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

変
更
す
る
区
域　

河
高
地
区
お
よ

　

び
高
岡
地
区
の
一
部

日　

時

　

12
月
8
日
（火）　

19
時
〜

場　

所

　

河
高
交
流
セ
ン
タ
ー

問
い
合
わ
せ

　

上
下
水
道
部
工
務
課

　
（
庁
舎
3
階
）

　

☎
4
3
・
0
5
3
4

第
2
期
加
東
市
教
育
振
興
基

本
計
画（
案
）パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
の
募
集
に
つ
い
て

　

加
東
市
の
教
育
振
興
の
た
め
の

施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
を

定
め
る『
第
2
期
加
東
市
教
育
振

興
基
本
計
画
』（
案
）に
つ
い
て
、

み
な
さ
ま
か
ら
の
ご
意
見
を
募
集

し
ま
す
。

募
集
期
間

　

12
月
10
日
（木）
か
ら
平
成
28
年　

　

1
月
12
日
（火）

閲
覧
場
所　

教
育
委
員
会
教
育
総

　

務
課
・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

対
象
者

　

①
市
内
在
住
、在
勤
、在
学
の
方

　

②
市
内
に
事
務
所
ま
た
は
事
業

　
　

所
を
有
す
る
個
人
お
よ
び
法

　
　

人
そ
の
他
の
団
体

　

③
そ
の
他
、
教
育
振
興
基
本
計

　
　

画
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

意
見
の
提
出
方
法　

任
意
の
用
紙

　

に
、
意
見
・
住
所
・
氏
名
・
電

　

話
番
号
を
記
入
の
う
え
、
教
育

　

総
務
課
ま
で
持
参
、郵
送
、Ｆ
Ａ

　

Ｘ
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
で
提
出

　

し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
6
7
3
・
1
4
9
3

　

加
東
市
社
50
番
地

　
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課（
庁
舎
4
階
）

　

☎
4
3
・
0
5
4
0

　

FAX
4
3
・
0
5
5
9

　

電
子
メ
ー
ル

神
戸
地
方
法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
籍
事
務
の
取
り
扱
い
が

変
更
に
な
り
ま
す

　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
外
国
人

に
つ
い
て
の
日
本
国
籍
の
取
得

（
帰
化
・
国
籍
取
得
）
は
、
神
戸

地
方
法
務
局
社
支
局
が
取
り
扱
っ

て
お
り
ま
す
が
、
平
成
28
年
2
月

1
日
（月）
以
降
は
、
神
戸
地
方
法
務

局
加
古
川
支
局
ま
た
は
姫
路
支
局

で
取
り
扱
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

○
神
戸
地
方
法
務
局
加
古
川
支
局

　
　

〒
6
7
5

0
0
1
7

　
　

加
古
川
市
野
口
町
良
野
1
7

　
　

4
9
番
地

　
　

☎
0
7
9・4
2
4・3
5
5
5

　

○
神
戸
地
方
法
務
局
姫
路
支
局

　
　

〒
6
7
0

0
9
4
7

　
　

姫
路
市
北
条
一
丁
目
2
5
0

　
　

番
地

　
　

☎
0
7
9・2
2
5・1
9
1
5

女
性
の
た
め
の
相
談

　

夫
婦
や
家
族
の
こ
と
、
職
場
や

地
域
で
の
人
間
関
係
な
ど
の
悩
み

に
つ
い
て
、
専
門
の
相
談
員
が
相

談
に
応
じ
ま
す
。

（
秘
密
厳
守
・
無
料
・
託
児
あ
り
）

日　

時　

12
月
7
日
（月）
・
21
日
（月）

　

10
時
〜
12
時
、
13
時
〜
16
時

場　

所　

や
し
ろ
こ
ど
も
の
い
え

相
談
方
法

①
電　

話　
☎
0
9
0・6
7
3
6・6
6
1
1

②
面　

接　
１
人
50
分
程
度（
要
予
約
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
部
子
育
て
支
援
課

　
（
庁
舎
1
階
）

　

☎
4
3
・
0
4
0
8

特
設
人
権
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

　

国
連
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
世

界
人
権
宣
言
に
基
づ
き
、日
本
で
は

毎
年
12
月
10
日
を
最
終
日
と
す
る

一
週
間
を『
人
権
週
間
』と
定
め
、人

権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
を
図
る

た
め
の
人
権
啓
発
活
動
を
、全
国
各

地
で
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

神
戸
地
方
法
務
局
と
社
人
権
擁

護
委
員
協
議
会
で
は『
人
権
週
間
』

に
合
わ
せ
て
、特
設
人
権
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。人
権
問
題（
名
誉
・

信
用
・
差
別
・
私
的
制
裁
・
い
や

が
ら
せ
・
い
じ
め
な
ど
）で
お
悩
み

の
方
は
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
守
ら

れ
ま
す
。

日　

時　

12
月
4
日
（金）

　
　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

場　

所　

社
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

2
階　

相
談
室

相
談
担
当
者

　

人
権
擁
護
委
員　

問
い
合
わ
せ

　

神
戸
地
方
法
務
局
社
支
局

　

☎
4
2
・
0
2
0
1

加
東
市
男
女
共
同
参
画
市
民

会
議
委
員
を
募
集
し
ま
す

　

加
東
市
で
は
、
男
女
が
性
別
に

か
か
わ
り
な
く
個
人
と
し
て
尊
重

さ
れ
、
い
き
い
き
と
生
き
ら
れ
る

社
会
を
構
築
す
る
た
め
に
、
平
成

25
年
に『
第
2
次
男
女
共
同
参
画
プ

ラ
ン
』を
策
定
し
ま
し
た
。こ
の
度
、

プ
ラ
ン
の
進
捗
状
況
を
検
証
し
、

さ
ら
に
推
進
す
る
た
め
の
ご
意
見

を
い
た
だ
く
た
め
に
設
置
す
る

『
男
女
共
同
参
画
市
民
会
議
』の
委

員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員　
　

若
干

委
員
の
任
期　

平
成
28
年
1
月
1

　
日
か
ら
平
成
29
年
3
月
31
日
ま
で

応
募
資
格

　

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

　

①
加
東
市
住
民
基
本
台
帳
に
登

　
　

録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　

②
平
成
28
年
1
月
1
日
時
点
で

　
　

満
20
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　

③
市
議
会
議
員
、
国
ま
た
は
地

　
　

方
公
共
団
体
の
職
員
、市
の
審

　
　

議
会
等
の
委
員
で
な
い
こ
と
。

応
募
方
法　

応
募
用
紙
に
必
要
事

　

項
を
記
入
の
う
え
、
人
権
教
育

　

課
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
応

　

募
用
紙
は
人
権
教
育
課
に
あ
る

　

ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

　

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

応
募
期
限　

12
月
11
日
（金）

応
募
・
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会
人
権
教
育
課

　
（
庁
舎
4
階
）

　

☎
4
3
・
0
5
4
4

kyoiku-som
u@

city.kato.lg.jp

防防署署署署東消消消消加加加東東東消消防防防 かかかららのののかかからららの ららせせせせせせせせららららおおお知知知お知知知知知おおおお知ららららららせせせせ加東消防署加東消防署からのからのお知らせお知らせ加東消防署加東消防署からのからのお知らせお知らせ加東消防署からのお知らせ 1/1～10/31
火災 19件　救急 1,498件　救助 30件

重度心身障害者（児）介護手当の振込みのお知らせ重度心身障害者（児）介護手当の振込みのお知らせ重度心身障害者（児）介護手当の振込みのお知らせ

特別障害者手当等の振込みのお知らせ特別障害者手当等の振込みのお知らせ特別障害者手当等の振込みのお知らせ

問い合わせ　福祉部社会福祉課（庁舎１階）　☎43-0409

市・県民税第4期
国民健康保険税第6期

問い合わせ 総務部税務課（庁舎 1階）
市・県民税　　　　　　　☎43-0396
国民健康保険税　　　　　☎43-0397

12月25日（金）12月25日（金）12月25日（金）12月25日（金）
の納期限は

です。

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間

12
月
10
日
（木）
〜
12
月
16
日
（水）

　　

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週

間
は
、拉
致
問
題
や
、北
朝
鮮
当
局

に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
等
を
日
本

国
民
全
体
の
問
題
と
し
て
意
識
し
、

認
識
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に
、平

成
18
年
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、兵
庫
県
警
察
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
は
、兵
庫
県
出
身
の
拉
致

被
害
者
で
あ
る
有
本
恵
子
さ
ん
や

田
中
実
さ
ん
の
ほ
か
、拉
致
さ
れ
た

可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
行
方
不

明
者
に
つ
い
て
掲
載
し
、幅
広
く
情

報
提
供
を
求
め
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

拉
致
問
題
に
つ
い
て
は
、政
府
拉

致
問
題
対
策
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

加
東
警
察
署

　

☎
4
2
・
0
1
1
0

http://w
w
w
.rachi.go.jp/

　12月11日（金）は、児童扶養手当の支
給日です。指定口座に振り込みますの
で、通帳等でご確認ください。
※なお、現況届を提出していない方に
　は、支給額の決定ができませんので、
　早急にお届けください。
問い合わせ
　福祉部子育て支援課（庁舎1階）
　☎43-0408

　平成27年7月から9月まで（3か月分）の重度心身障害者
（児）介護手当は、11月25日に指定口座に振り込みましたの
で、通帳等でご確認ください。

　平成27年8月から10月まで（3か月分）の特別障害者手当・
障害児福祉手当・福祉手当（経過措置分）は、11月10日に指
定口座に振り込みましたので、通帳等でご確認ください。

12
月
4
日
（金）
〜
12
月
10
日
（木）
は

人
権
週
間
で
す

7
9・2
2
5・1
9
1
5

問い合わせ　加東消防署予防係　☎42-3560

　ドライバーが自ら給油を行うセルフサービス方式の給油取扱所（セルフスタンド）は、平成
10年4月の消防法改正による設置認可から増加を続けており、平成26年では全国9,500店舗
を超えるなど、生活に身近な存在となっています。

　セルフスタンドには各種の安全装置が設けられ、
スタンドの従業員による安全確認も実施されていま
すが、安全な給油のため、ドライバーは次の事項に
くれぐれも注意しましょう。

　③指定した油種の給油ノズルを計量機から取り出し、
　　給油してください。
●必ず次の手順で給油してください。
　①給油ノズルを、止まるところまで確実に差し込む。
　②給油ノズルのレバーを、止まるところまで確実に　
　　引く。
　③自動的に給油が止まったら、それ以上の給油はしない。
　④給油後は、給油ノズルを確実に元の位置に戻す。
●ライター、煙草等の火気は厳禁です！
●ドライバー自らによる、ガソリンの携
　行缶等への給油は禁止されています。

●車の燃料の種類をしっかり把握・確認！ 静電気の
　除去は確実に！
①給油を行う油種を指定してください。
②給油前には、必ず『静電気除去シート』に触れ、体
　にたまっている静電気を取り除いてから自動車
　の給油キャップを開けてください。
※『静電気除去シート』が設置されていない場合
　は、体にたまっている静電気を取り除くため、
　必ず自動車の金属部分に触れてください。

ガソリン等のセルフ給油時はくれぐれもご注意を！等のセルフ給油時はくれぐれもご注意を！等のセルフ給油時はくれぐれもご注意を！ガソリン等のセルフ給油時はくれぐれもご注意を！

セルフスタ

ガガソガソ


